
整備にあたっての条件

１ 整備工事について

整備工事の実施にあたっては、下の各項目を条件とします。

⑴ 関連法令等を遵守してください。 

⑵ 工事に必要な費用（光熱水費等含む。）は、全て事業者の負担とします。 

⑶ 近隣住民、通行人、通行車両等の安全対策を講じてください。 

⑷ 近隣住民に対し、防音、防塵、防犯対策等を講じてください。 

⑸ 近隣住民等からの苦情、問合せ等の対応をしてください。 

⑹ 工事にあたり、事故等が発生した場合、誠実かつ速やかに対応してください。 

⑺ 整備費には復旧の費用を含めてください。復旧時の仕様は市と協議し決定してください。 

２ 駐車場の設備等について

駐車場の設備等の設置については、下の各項目を条件とします。

⑴ 駐車場の設備・機械については、任意としますが、駐車区画割については１枠を2.5ｍ×

５ｍ以上としてください。ただし、小型車スペースを設置する場合はこの限りではありませ

ん。

⑵ 身障者用の区画の設置を検討してください。 

⑶ 車室、車路、歩行者通路、設備配置については、十分に安全を確保してください。 

⑷ 設備・機械は、新品又は同等と認められるものとしてください。 

⑸ 必須の設備・機械は、有料駐車場管理に必要なもの、看板類です。この他、駐車場の管理

運営に必要な設備は設置が可能です。

※設置する設備は駐車場法及び駐車場法施行令に準拠したものとしてください。

※自動販売機等、駐車場の管理運営に直接関係ない設備の設置は認めません。

⑹ 必須看板は下の２つです。素材は任意ですが、風雨に強いものとしてください。デザイン

及び具体的な記載内容は後日協議としますが、看板に使用する文字や色彩はQURUWA地区に配

慮した基調としてください。また、それぞれの個数については、駐車場の区画割により前後

する場合があります。設置は、自立式としてください。

なお、下に記載の大きさは目安です。通常使用しているものでも構いません。

ア 料金の案内＜120cm×50cm 程度＞×１枚程度

イ アイドリングストップ等のお願い看板＜100cm×50cm 程度＞×必要数

この他、管理運営に必要な看板類を任意で設置してください。

※広告看板は設置不可。

⑺ 電気等の引込みについては、橋詰広場の電気から分岐させて使用することも可とします。

電気代は使用料に含むものとします。

⑻ 使用許可部分以外に、看板等を設置する場合は、関係する機関に届出や申請をしてくださ

い。届出や申請にかかる費用、使用に伴う費用は事業者負担とします。

⑼ 照明の向き、明るさは、近隣住宅への影響も十分配慮し、設置してください。 

３ その他

⑴ 事業者は、使用許可終了にあたり、設備等の撤去計画を撤去開始の１か月前に提出し、使



用許可終了までに撤去等を完了してください。撤去等終了した際には市との立会を行ってく

ださい。なお、基本的に現状復旧していただきますが、事前に市が承認した場合は、この限

りではありません。

⑵ 使用許可期間中に、設備の入替え等により一時的に駐車場を閉鎖する場合は、あらかじめ

市へ連絡してください。

募集要項の記載内容もよく確認してください。


